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＊�健康障害の恐れがある有害物質に応じて、 労働者に障害防止用の保護具の着用が 2024年4月より

義務化されました。

今ご使用の手袋は法改正に対応済みですか？

新たな化学物質規制が導入されます。

キャンペーン情報
はこちら

サンプル依頼
はこちら

カタログ一覧
はこちら

化学物質を製造・取り扱う労働者に、 適切な保護具を使用させることが求められます。

2023 年 4月 1日

努力義務

2024年 4月 1日

義務
【法改正】



新たな化学物質規制が導入されました。

ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメン
トの実施義務対象物質が大幅に増加
します。

リスクアセスメントの結果を踏まえ、労
働者がばく露される濃度を基準以下と
することが義務付けられます。

化学物質を製造・取り扱う労働者に適
切な保護具を使用させることが求めら
れます。

自律的な管理に向けた実施体制の確
立が求められます。
（化学物質管理者の選任、リスクアセスメントの
結果等の記録作成・保存等）


